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月　　日 医療機関名（所在地） 電話番号

１１月   ３日（日） 高梁中央病院（南町） ☎�３６３６

１１月   ４日（月） 西医院（中之町）
まつうらクリニック（成羽町）

☎�２８２０
☎�２３１５

１１月１０日（日） 高梁整形外科医院（本町）
川上診療所（川上町）

☎�１５３１
☎�４１８８

月　　日 医療機関名（所在地） 電話番号

１１月１７日（日） 大杉病院（柿木町） ☎�５１５５

１１月２３日（土） 藤本診療所（松原通）
備中診療所（備中町）

☎�３７６０
☎�９００１

１１月２４日（日） 備中整形外科病院（成羽町）
三村医院（巨瀬町）

☎�４３１１
☎�９０１０

◎ふれあい相談
　　10:00～15:00　高梁総合福祉センター
　心配ごと相談・高齢者サービス相談　 10月17日（木）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月21日（木）
　身体障害者相談　11月 7日（木）
　福祉総合相談　　毎週月～金曜日（祝日は除く）　
　　※各相談窓口において随時相談に応じます。

■問い合わせ・相談予約
　高梁市社会福祉協議会地域福祉課（☎�７２４３）
　有漢支所（☎�３２１８）成羽支所（☎�２００５）
　川上支所（☎�９７７０）備中支所（☎�３１３１）

◎人権擁護委員によるなやみごと相談
11月 5日（火） 9:00～12:00　市役所別館第４会議室
11月14日（木） 9:00～12:00　成羽文化センター
■問い合わせ　岡山地方法務局高梁支局（☎�2318）

◎法律相談（予約制）
11月12日（火）13:00～16:00　市役所別館第５会議室
■問い合わせ・申し込み　市民課市民係（☎�0254）

◎行政相談
10月18日（金）10:00～15:00　成羽総合福祉センター
10月21日（月） 9:00～12:00　市コミュニティプラザ
11月11日（月） 9:00～12:00　市コミュニティプラザ
11月15日（金）10:00～15:00　中生活改善センター
11月20日（水） 9:00～12:00　有漢保健センター
■問い合わせ　市民課市民係 （☎�０２５４）

　　　　　　　　各地域局地域振興課住民・まちづくり係

※休日当番医が変更になる場合がありますので、受診前に電話でご確認ください。

休  日  当  番  医

※下記の検査や相談はすべて予約制です。事前に電話でご相談ください。
業務内容 実施日時

◇エイズ・性感染症検査
◇ B型・C型肝炎検査

10月23日（水） 13:00～14:00
11月27日（水）13:00～14:00

◇骨髄ドナー検査登録 10月23日（水） 13:00～14:00
11月27日（水） 13:00～14:00

備北保健所からのお知らせ

問・予約先　備北保健所備北保健課（☎�２８３６）

◆身体障害者巡回更生相談（聴覚・肢体）◆
　岡山県身体障害者巡回更生相談が次のとおり行わ
れます。補聴器や、義手・義足・装具・車いすにつ
いての相談を、無料にて受け付けます。また、補装
具費（購入・修理）の交付判定を実施します。
　事前に福祉課までお申し込みください。
　日時　11月12日（火）　午前10時～12時
　場所　高梁総合福祉センター（高梁市向町21-3）
■問い合わせ・申し込み　
　福祉課障害福祉係（☎�0284）

◎司法書士相談
11月 8日（金）10:00～12:00　有漢保健センター
　　　　　　　 10:00～12:00　川上総合学習センター
　　　　　　　 10:00～12:00　備中総合センター
■問い合わせ　市民課市民係（☎�０２５４）

◎消費生活相談
10月15日（火）10:00～15:00　市役所別館第４会議室
11月19日（火）10:00～15:00　市役所分庁舎会議室Ａ
■問い合わせ　市民課市民係（☎�０２５４）

◎職業相談
　　月～金   　 8:30 ～ 17:15 高梁公共職業安定所
■問い合わせ　高梁公共職業安定所（☎�２２９１）

業務内容 実施日時

◇病態栄養相談 11月14日（木） 10:00～11:00

◇精神保健福祉相談
10月16日（水） 14:00～15:00
11月13日（水） 14:00～15:00
11月22日（金） 14:00～15:00 

各　 種　 相　 談
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老齢基礎年金を受けるためには、次の①～⑦の期間の合計が原則として２５年以上あることが必要です。
①国民年金の保険料を納付した期間
②国民年金の保険料を免除（全額免除・一部納付㊟）を受けた期間
③若年者納付猶予を承認された期間
④学生納付特例を承認された期間
⑤昭和３６年４月以降の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合期間
⑥第３号被保険者であった期間
⑦合算対象期間（任意加入できる方が加入しなかった期間など）
㊟一部納付（４分の１納付、半額納付、４分の３納付）の承認を受けた期間は一部納付保険料を納めないと
未納扱いとなります。

これらを合計して２５年（３００月）以上の期間が必要となります。

市民課　☎㉑０２５２、日本年金機構高梁年金事務所　☎㉑０５７２国民年金

６月納期限（口座振替日）のお知らせ 　　　　　　　　　　問税務課　☎㉑０２１５

税（科）目 期 納　期　限
（口座振替日） 　【予告】11月の納期限（口座振替日）

　〇国民健康保険税（普通徴収：５期）
　〇介護保険料（普通徴収：５期）
　〇後期高齢者医療保険料（普通徴収：５期）
　※納期限 /口座振替日＝12/2㈪

市民税・県民税（普通徴収） 3期

10/31㈭
国民健康保険税（普通徴収）

4期介護保険料（普通徴収）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）
　【お願い】 口座振替を登録されている人は、振替日前に預金残高の確認をお願いします。

10月納期限（口座振替日）のお知らせ税金 税務課　☎㉑０２１５
　後期高齢者医療保険料は、保険課　☎㉑０２５８
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催
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▼
日
時
…
11
月
22
日
㈮　

①
午
前
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時
〜
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対
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漢・
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・
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人
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②
午
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〜
午
後
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時
（
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象
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①
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の
人
）

※
地
域
に
よ
っ
て
開
催
時
間
が
異
な

り
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す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
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４
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よ
う

　

11
月
11
日
㈪
か
ら
17
日
㈰
ま
で

は
、「
税
を
考
え
る
週
間
」
で
す
。

　

高
梁
税
務
署
は
、
税
の
仕
組
み
や

使
い
道
、
暮
ら
し
に
役
立
つ
身
近
な

税
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て
も
ら

う
た
め
、
市
内
小
・
中
学
生
を
対
象

と
し
た
「
租
税
作
品
展
」
を
次
の
と

お
り
行
い
ま
す
。

　

会
場
に
は
分
か
り
や
す
い
税
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
用
意
し
て
い
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

▼
期
間
…
11
月
８
日
㈮
〜
17
日
㈰

▼
会
場
…
ポ
ル
カ
天
満
屋
ハ
ピ
ー
タ

ウ
ン高

梁
税
務
署
総
務
課
（
☎
㉒
２

５
４
６
）

６５歳になったとき請求すると翌月から老齢基礎年金が受けられます！
年金を受けるために必要な期間は最低２５年

犯
罪
被
害
者
週
間

警
察
が
行
う
犯
罪
被
害
者
支
援

　

警
察
は
、
犯
罪
被
害
に
遭
っ
た
人

や
、
そ
の
家
族
が
抱
え
る
問
題
、
要

望
に
応
え
る
た
め
、
警
察
本
部
、
警

察
署
に
相
談
窓
口
を
設
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し
、
関
係
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関
・
団
体
と
連
携
し
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に
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め
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い
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す
。
ま
た
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け
て
い
ま

す
。

　

毎
年
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
ま

で
、
全
国
で
「
犯
罪
被
害
者
週
間
」

が
実
施
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
社

会
が
一
体
と
な
っ
て
、
犯
罪
被
害
者

な
ど
を
思
い
や
り
、
犯
罪
被
害
者
が

置
か
れ
て
い
る
状
況
な
ど
に
つ
い
て

理
解
を
深
め
、
支
援
の
輪
を
広
げ
ま

し
ょ
う
。
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☎
㉒
０
１
１
０
）

情報コーナー

⬇


